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茨城県建築士法施行細則（昭和26年茨城県規則第2号）新旧対照表 

新（改正） 旧（現行） 

 

（登録事項） 

第 5条 名簿に登録する事項は次のとおりとする。 

 

（登録事項） 

第 5条 名簿に登録する事項は次のとおりとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 氏名          (2) 氏名，生年月日及び性別 

(3)～(6) （略）   (3)～(6) （略） 

 

（登録事項の変更） 

第 6条 二級建築士及び木造建築士は，前条第 2 号に掲げる登録事項に変

更を生じた場合においては，その変更を生じた日から 30 日以内に，様

式第 3号による登録事項変更届にその旨を記載し           

                                  

                                  

          ，これを知事に届け出なければならない。 

                                  

                                  

                                  

    

2 知事は，前項の規定による届出があつた場合においては，名簿を訂正                               

                                                         

      する。 

 

（書換え交付の申請） 

第 6条の 2 二級建築士及び木造建築士は，前条第 1項の規定による届出

 

（登録事項の変更） 

第 6条 二級建築士又は木造建築士は，前条第 2 号に掲げる登録事項に変

更を生じた場合においては，その変更を生じた日から 30 日以内に，様

式第 3号による登録事項変更届にその旨を記載し，免許証又は二級建築

士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書（以下「免許証明書」とい

う。）及び本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載

した書類を添えて，これを知事に届け出なければならない。 

2 二級建築士又は木造建築士は，前項の規定による届出をする場合にお

いて，免許証又は免許証明書に記載された事項に変更があつたときは，

様式第 4号による免許証書換え交付申請書を知事に提出しなければなら

ない。 

3 知事は，第 1項の     届出があつた場合においては，名簿を訂正

し，前項の規定による申請があつたときは，免許証を書き換えて，第 1

項の者に交付する。 

 

（新設） 
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をする場合において，免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造

建築士免許証明書（以下「免許証明書」という。）に記載された事項に

変更があつたときは，知事に対し，免許証の書換え交付を申請しなけ

ればならない。 

2 前項及び法第 5条第 3項の規定により免許証の書換え交付を申請しよ

うとする者は，様式第 4号による免許証書換え交付申請書に，免許証

又は免許証明書及び本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる

事項を記載した書類を添えて，これを知事に提出しなければならない。 

3 知事は，前項の規定による申請があつた場合においては，免許証を書

き換えて，申請者に交付する。 

 

（指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用） 

第 25 条 指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第 2

条第 1項，第 3条，第 6 条から第 7 条まで，第 8 条第 5 項及び第 9 条の

規定の適用については，これらの規定中「知事」とあるのは「指定登録

機関」と，第 3条第 1項中「様式第 2 号による二級建築士免許証又は木

造建築士免許証（以下「免許証」という。）」とあるのは「二級建築士免

許証明書又は木造建築士免許証明書（以下「免許証明書」という。）」と，

第 6条の 2第 1 項中「二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証

明書（以下「免許証明書」という。）」とあるのは「免許証明書」と，「免

許証の」とあるのは「免許証明書の」と，同条第 2 項中「法第 5条第 3

項の規定により免許証」とあるのは「法第 10条の 21第 1項の規定によ

り読み替えて適用する法第 5 条第 3項の規定により免許証明書」と，同

条第 3項及び第 8条第 5項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と，

第 9条第 1項中「免許を取り消した場合又は前条第 4項の届出があつた

場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合又は第 22 条の規定に

より第 8条第 4項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を

受けた場合」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用） 

第 25 条 指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第 2

条第 1項，第 3 条，第 6条，第 7条   ，第 8 条第 5 項及び第 9 条の

規定の適用については，これらの規定中「知事」とあるのは「指定登録

機関」と，第 3条第 1項中「様式第 2号による二級建築士免許証又は木

造建築士免許証（以下「免許証」という。）」とあるのは「二級建築士免

許証明書又は木造建築士免許証明書（以下「免許証明書」という。）」と，

第 6条第 1項  中「二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証

明書（以下「免許証明書」という。）」とあるのは「免許証明書」と，第

6 条第 2項中「免許証を交付する」とあるのは「免許証明書を交付する                         

                                  

                                  

   」と，第 8条第 5項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と，

第 9条第 1項中「免許を取り消した場合又は前条第 3項の届出があった

場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合又は第 22 条の規定に

より第8条第4項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を

受けた場合」とする。 
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様式第 3 号(第 6条第 1項関係) 

 
二級 
   建築士登録事項変更届 
木造 

                                   

                          

 

私は，この度登録事項に変更を生じたので，茨城県建築士法施行細則

(昭和 26 年茨城県規則第 2号)第 6条第 1項の規定により        

                 届け出ます。 

 

           年  月  日 

 

届出者住所            

 茨城県知事 

   

 指定登録機関 

 

  殿 

 

氏名             

 

 

    従 前 の 登 録 事 項 登 録 の 変 更 事 項   

ふり     がな 

氏        名 
    

生 年 月 日   

  

  

  

登 録 番 号 第     号 

登 録 年 月 日 年  月  日  

様式第 3 号（第 6条第 1項関係） 

 

二級 

木造建築士登録事項変更届 

〔記入注意〕 ※印欄は記入せず，本籍の記載のある住民票の写しは，

この申請前 30日以内のものを添えてください。 

 

私は，この度登録事項に変更を生じたので，茨城県建築士法施行細則

(昭和 26 年茨城県規則第 2号)第 6条第 1項の規定により，免許証及び本

籍の記載のある住民票の写しを添えて届け出ます。 

 

           年  月  日 

 

                 届出者住所           

 茨城県知事 

          殿                  氏名             

 指定登録機関  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従 前 の 登 録 事 項 登 録 の 変 更 事 項   

ふり    がな 

氏     名 
    

生 年 月 日     

性         別     

本 籍 地                        
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変 更 年 月 日   

変 更 理 由   

※ 審   査     

  

 

 
 

 

 

 

 

様式第4号(第6条の2第2項関係) 

 

二級 

木造 
建築士免許証書換え交付申請書 

〔記入上の注意〕 ※印欄は記入せず，本籍の記載のある住民票の写

しは，この申請前30日以内のものを添えてください。 

 私は，免許証(免許証明書)に記載された事項に変更を生じたので，

茨城県建築士法施行細則(昭和26年茨城県規則第2号)第6条の2第2項

の規定により，免許証の書換え交付を申請します。 

 

  
登 録 番 号 第      号 

  

登 録 年 月 日     年  月  日 

変 更 年 月 日   

変 更 理 由   

※ 審   査    

  

 

 

 

様式第4号(第6条第2項  関係) 

 

     二級 

     木造 
建築士免許証書換え交付申請書 

                                  

                        

 私は，免許証(免許証明書)に記載された事項に変更を生じたので，

茨城県建築士法施行細則(昭和26年茨城県規則第2号)第6条第2項        

の規定により，免許証の書換え交付を申請します。 
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   年   月   日 

申請者 住所        

氏名        

写真 

(縦4.5cm×横3.5cm) 

1 申請前6月以内に撮影

した脱帽，正面，無背

景のもの(裏面に氏名

及び生年月日を記入

すること。)をはり付

けてください。 

2 写真は免許証に転写

されます。 

  茨城県知事 

 指定登録機関 
 殿 

  

  

  

  変 更 前 変 更 後 

  

ふ り が な 

氏 名 
    

生 年 月 日     

登 録 番 号 第     号 

  

登 録 年 月 日 年  月  日 

変 更 年 月 日   

変 更 の 理 由   

※審 査   

   年   月   日 

申請者 住所        

氏名        

写真 

(縦4.5cm×横3.5cm) 

1 申請前6月以内に撮影

した脱帽，正面，無背

景のもの(裏面に氏名

及び生年月日を記入す

ること。)をはり付けて

ください。 

2 写真は免許証に転写

されます。 

  茨城県知事 

 指定登録機関 
 殿 

  

  

  

  変 更 前 変 更 後 

  

ふ り が な 

氏 名 
    

生 年 月 日     

登 録 番 号 第     号 

  

登 録 年 月 日 年  月  日 

変 更 年 月 日   

変 更 の 理 由   

※審 査   
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様式第12号(第44条関係) 
 

             建築士事務所登録事項変更届 

 

下記のとおり登録事項に変更が生じましたので，建築士法第 23条の 5
の規定により届け出ます。 

年
                        年  月  日 

茨城県知事 
              殿 
指定事務所登録機関 

          事務所法人 法 人 名 称 

          建築士事務所 開 設 者 氏 名 

                 名       称 

                 登 録 番 号 

                 登 録 年 月 日 
記 

項      目 変 更 前 変 更 後 変更年月日 

変 
 
 
 
更 
 
 
 
事 
 

建 
築 
士 
事 
務 
所 

フリガナ 
名  称 

  

年 月 日  

  

所 在 地 
〒 〒 

電話番号   

開 
 
 

個 

 

フリガナ 
氏  名 

  
年 月 日  

  

  

 

様式第12号(第44条関係) 

   

 

 

建築士事務所登録事項変更届 

 

 建築士法(昭和25年

法律第202号) 

第23条の5

第1項 

第23条の5

第2項 

 

の規定により届け出ます。 

    年   月   日 

事務所名称              

事務所所在地              

開 設 者              

 茨城県知事     殿 

 従 前 の 登 録 事 項 登 録 の 変 更 事 項 

名 称   

所 在 地   

電 話 番 号   

開 設 者   

一級 

二級 

木造 

一級 

二級 

木造 
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項 

設 
 
 
者 

人 
住  所 

〒 〒 

法 

 

人 

フリガナ 
名  称 

  

年 月 日  

  

所 在 地 
〒 〒 

役  員 別紙 1「役員名簿」のとおり 年 月 日  

管理建
築士 

登録種別   

年 月 日  

登録番号 第    号 第    号 

フリガナ 
氏  名 

  

  

管理建築士
講習を修了
した年月日
及び修了番 
号 

 

年 月 日 

構造設計一
級建築士又
は設備設計
一級建築士
である場合 
にあつて 
は，その旨 

  

構造設計一
級建築士証
又は設備設
計一級建築
士証の交付 
番号 

第    号 第    号 

所属建
築士 

別紙 2「所属建築士変更事項」のとおり 

 
備考 1 ※欄は，記入しないでください。 
   2 変更事項欄については，変更があつた事項のみ記入して

ください。 

※審査 
 

 

 

法 人 の 役 員 

(法人の場合のみ) 
 別紙1「役員変更名簿」のとおり 

管 理 建 築 士 

(氏名) (氏名) 

(登録番

号) 

(一級，二級又は木

造の別) 

(登録番

号) 

(一級，二級又

は木造の別) 

所 属 建 築 士  別紙2「所属建築士変更名簿」のとおり 

そ の 他   

登 録 番 号 

A 

B 

C 

第      号  
 

登 録 年 月 日  年   月   日 

変 更 年 月 日  

変 更 理 由  

※ 審 査  

(注) ※印欄は，記入しないでください。 
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別紙 1 

役員名簿 
 
［記入注意］ 

この書類は，申請者が法人である場合にのみ提出してください。 
変 更 前 変 更 後 

フリガナ 

役 職 

フリガナ 

役 職 生 年 月 日 
氏  名 氏  名 

   男 
・
女 

 

   年 月 日   

   男 
・
女 

 

   年 月 日   

   男 
・
女 

 

   年 月 日   

   男 
・
女 

 

   年 月 日   

 
別紙2 

所属建築士変更事項 

 
新たに所属建築士となつた者及び登録情報に変更があつた所属建築士 

別紙1 
役員変更名簿 

 〔記入上の注意〕 

 「変更前」及び「変更後」における全ての役員について記入してくだ
さい。 

変 更 前 変 更 後 

ふりがな 
氏 名 

役 名 
ふりがな 
氏 名 役 名 生年月日 

  
男
・
女 

 
明治・大正 

昭和・平成 

 

 年 月 日

   

  
男
・
女 

 
明治・大正 

昭和・平成 
年 月 日 

 

 
男
・
女 

 
明治・大正 

昭和・平成 
年 月 日 

  
男
・
女 

 
明治・大正 

昭和・平成 
年 月 日 

 

別紙2 

所属建築士変更名簿 

〔記入上の注意〕 

  「○現行の所属建築士及び所属を外れた建築士」の表には，現在登録

している全ての所属建築士について記入してください。また，所属を

外れた建築士については，「所属を外れた年月日」の欄に，その年月

日を記入してください。 

○新たな所属建築士 
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フリガナ 
氏  名 

一級建築
士，二級
建築士又
は木造建
築士の別 

登録番号 

登録を受
けた都道 
府県名 
（二級建
築士又は
木造建築 
士の場
合） 

構造設計
一級建築
士又は設
備設計一
級建築士
である場
合にあつ
ては，そ 
の旨 

構造設計
一級建築
士証又は
設備設計
一級建築
士証の交 
付番号 

所属した年
月日又は変
更年月日及
び事由 

 

 

     年 月 日 

 

 

 

     年 月 日 

 

 

 

     年 月 日 

 

 

 

     年 月 日 
 

変更後の所属建築士の数 

一級建築士       名 

 うち 構造設計一級建築士  名 

    設備設計一級建築士  名 

二級建築士  名 木造建築士  名 

 

現行の所属建築士及び所属を外れた建築士 

ふりがな 
氏 名 

一級建築

士，二級

建築士又

は木造建

築士の別 

登録番号 

登録を受

けた都道

府県名

(二級建

築士又は

木造建築

士の場

合) 

構造設計

一級建築

士又は設

備設計一

級建築士

である場

合にあつ

ては，そ 

の旨 

構造設計

一級建築

士証又は

設備設計

一級建築

士証の交

付番号 

所属した

年月日 

       

       

       

       

 

○現行の所属建築士及び所属を外れた建築士 

ふりがな 
氏 名 

 

一級建築

士，二級

建築士又

は木造建

築士の別 

登録番号 

登録を受

けた都道

府県名

(二級建

築士又は

木造建築

士の場

合) 

構造設計

一級建築

士又は設

備設計一

級建築士

である場

合にあつ

ては，そ

の旨 

構造設計

一級建築

士証又は

設備設計

一級建築

士証の交

付番号 

所属を外

れた年月

日 
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フリガナ 
氏  名 

一級建築
士,二級 
建築士又
は木造建 
築士の別 

登録番号 

登録を受
けた都道
府県名
（二級建
築士又は
木造建築 
士の場 
合） 

構造設計
一級建築
士又は設
備設計一
級建築士
である場
合にあつ
ては，そ 
の旨 

構造設計
一級建築
士証又は
設備設計
一級建築
士証の交
付番号 

所属を外れ
た年月日又
は変更年月
日及び事由 

 

 

     年 月 日 

 

 

 

     年 月 日 

 

 

 

     年 月 日 

 

 

 

   

 

 年 月 日 

 

変更前の所属建築士の数 

一級建築士  名 

 うち 構造設計一級建築士  名 

    設備設計一級建築士  名 

 二級建築士  名  木造建築士  名 

 
備考 現行の所属建築士及び所属を外れた建築士の欄には，従前に登録された全

ての所属建築士について記入し，そのうち所属を外れた建築士について，所

属を外れた年月日を記入してください。 

       

       

       

       

       

変更前 変更後 

 

 

 

計 

 

一級建築士       名 

うち構造設計一級建築士 名 

うち設備設計一級建築士 名 

二級建築士       名 

木造建築士       名 

 

 

 

計 

 

一級建築士       名 

うち構造設計一級建築士 名 

うち設備設計一級建築士 名 

二級建築士       名 

木造建築士       名 

 

 

 

  

 


